
幕別町職員の懲戒処分について 

 

 

「幕別町職員の懲戒処分等に関する基準」に基づき、次のとおり関係職員の懲戒処分を行いまし

たので公表します。 

 

事案の概要 

 

被処分者は、自らが担当する令和７年度に発注した２件の委託業務にお

いて、履行期限内に業務が完了していないにも関わらず、業務が完了した

ことにして、２件の受注者に対し委託料を支払い、残りの業務については、

繰越手続きを経ずに翌年度に実施させようとした不適正な事務処理を行

った。 

この事案の、「不適正な事務処理」については、地方公務員法第32条に

規定する「法令等に従う義務」と、同法第35条に規定する「職務専念義務」

を怠った非違行為である。 

よって、地方公務員法第29条第１項第２号の規定に基づく、職務上の義

務に違反した場合に該当するものである。 

 

懲戒処分の量定 停職（１か月） 

懲戒処分年月日 令和８年５月28日 

被処分者の職位 

及び年代 
係長職 40 歳代 

 

 


